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二
号
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疫
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状
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及
び
所
見
（
十
三
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の
様
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の
次
に
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に
加
え
る
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員
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別
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賞
金
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関
す
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条
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施
行
規
則
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一
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改
正
す
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規
則
を
次
の
よ
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に
定

め
る
。平

成
二
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二
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二
月
二
十
四
日

山
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横
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山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
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条
例
施
行
規
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昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。
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こ
の
規
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は
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公
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日
か
ら
施
行
す
る
。
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山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
一
号
様
式
中
「
腎
臓
」
を
「
じ
ん
ぞ
」
に
、「
膀
胱
」
を
「
ぼ
う
こ
う
」
に
、「
免
疫
」
を
「
免

疫
・
肝
臓
」
に
改
め
る
。
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八
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日
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発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
四
日

四

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。）
第
一
号
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
り
医
師
指
定
申
出
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
が
診
断
書
及
び
意
見
書
を
交
付
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
新
規
則
第
二
号
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
り
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
の

交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


